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弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
２
‐
２
５
４
１

　
マ
ル
チ
商
法
や
資
格
商
法
に
よ
る
消
費

者
ト
ラ
ブ
ル
、
多
重
債
務
、
不
動
産
、
相

続
、
離
婚
な
ど
の
法
律
問
題
に
、
弁
護
士

が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
身
近
な
相
談
窓
口
と
し
て
、
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　
５
月
21
日
㈭

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

会
場　
本
庁
舎 

南
分
館
１
階 

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

定
員　
５
人

※
相
談
時
間
は
１
人
約
30
分

締
切
り　
５
月
20
日
㈬　
正
午

申
込
み

　
電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

※
弁
護
士
と
の
相
談
時
間
を
有
効
に
使
え

る
よ
う
、
申
込
み
時
に
相
談
員
が
概
要

を
伺
い
ま
す
。
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、

お
受
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

新
潟
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

【
問
合
せ
】

　
新
潟
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
５
‐
２
８
１
‐
５
５
２
３

　
高
齢
・
障
が
い
・
児
童
分
野
な
ど
の
福

祉
の
職
場
に
就
職
し
た
い
人
の
相
談
に
応

じ
、
就
職
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

相
談
所　
月
～
金
曜
日(

年
末
年
始
・
祝

日
除
く)

・
新
潟
ユ
ニ
ゾ
ン
プ
ラ
ザ
３
階
〔
新
潟
市

　
中
央
区
上
所
〕

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

・
長
岡
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
ト
モ
シ
ア

　
２
階
〔
長
岡
市
表
町
〕

　
午
前
10
時
～
午
後
４
時　
※
要
予
約

・
上
越
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
〔
上
越

　
市
木
田
新
田
〕

　
午
前
11
時
～
午
後
４
時　
※
要
予
約

７
０
０
Ｍメ
ガ
ヘ
ル
ツ
Ｈ
ｚ
利
用
推
進
協
会

テ
レ
ビ
受
信
対
策
工
事

【
問
合
せ
】
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
テ
レ
ビ
受

信
障
害
対
策
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０
‐
７
０
０
‐
０
１
２

　
５
月
14
日
㈭
か
ら
市
内
で
、
各
携
帯
電

話
事
業
者
が
新
し
い
電
波
（
７
０
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
帯
）
を
使
用
す
る
予
定
で
す
。
こ
れ
に

伴
い
、
一
部
の
テ
レ
ビ
映
像
に
影
響
が
出

る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
影
響
す
る
と
思

わ
れ
る
地
域
に
、
４
月
下
旬
か
ら
チ
ラ
シ

を
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
テ
レ
ビ
映
像
に
影
響
が
生
じ
た
場
合
は
、

無
償
で
回
復
作
業
を
行
い
ま
す
。
連
絡
先

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ（
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
）

テ
レ
ビ
受
信
障
害
対
策
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
１
２
０
‐
７
０
０
‐
０
１
２

※
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
で
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
番

号
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
は
、
☎
０
５

０
‐
３
７
８
６
‐
０
７
０
０
（
有
料
）

に
お
掛
け
く
だ
さ
い

受
付
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
10
時

　
（
年
中
無
休
）

Ｐ
Ｃ
Ｂ
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
）

使
用
安
定
器
の
調
査
に
ご
協
力
く

だ
さ
い

【
問
合
せ
】
南
魚
沼
地
域
振
興
局 

　
健
康
福
祉
環
境
部 

環
境
課

☎
７
７
２
‐
８
１
５
４

　
昭
和
52
年
３
月
以
前
に
設
置
さ
れ
た
建

物
の
業
務
用
照
明
器
具
や
屋
外
照
明
に
は
、

Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
安
定
器
が
使
用
さ
れ
て
い
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
は
人
体
に
有
害
な
物
質
で
、
Ｐ

Ｃ
Ｂ
使
用
安
定
器
は
法
律
に
よ
り
令
和
４

年
度
末
ま
で
に
処
分
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
新
潟
県
で
は
、
事
業
用
の
建
物
を
所
有

す
る
み
な
さ
ん
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
安
定
器

に
関
す
る
調
査
票
を
順
次
お
送
り
し
て
い

ま
す
。
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

わ
が
子
の
自
立
を
願
う

家
族
の
集
い

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
３
‐
６
６
１
１

　
高
等
学
校
不
登
校
、
ニ
ー
ト
、
ひ
き
こ

も
り
な
ど
、
就
学
や
就
労
に
悩
む
若
者
を

家
族
と
し
て
ど
う
理
解
し
、
ど
う
支
え
る

か
を
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
相
談
員
が
気
軽
に
語
り
合
え
る
よ
う
に

進
め
、
研
修
会
な
ど
の
情
報
も
紹
介
し
ま

す
。

日
時　
５
月
30
日
㈯

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

会
場　

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
セ
ン

タ
ー

対
象　
市
内
在
住
の
義
務
教
育
終
了
～
39

歳
の
若
者
の
家
族

申
込
み　
前
日
ま
で
に
電
話
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

掲
示
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せ


